
◇受賞商品【食品部門】（応募総数22社26商品） ◇受賞商品【工芸部門】（応募総数5社6商品）

令和６年度コンクール概要

◇審査会の様子（令和6年7月25日）
・各分野の専門的知識をもった審査員
が審査します。

・出品者がプレゼンや試食を行い、自
ら商品ＰＲを行います。

◇表彰式の様子（令和6年9月17日）
・表彰式をもって受賞内容を公表しています。
・マスコミ関係者等に広く周知し、会場には受賞商品の展示や試食のでき

るＰＲブースを設け
ています。



出品者募集！
申込締切
6/27 (金)

ぜひ、ご参加ください。

・新商品のＰＲ・周知をしたい方
・商品のきっかけづくりに

審査日：7/29 (火)

青森商工会議所会館

７階研修室

郵送をご希望の方は、この用紙に
ご記入のうえ、FAXしてください。 FAX： 017-777-4620

「出品申込書」等は、当協会ホームページからダウンロードして、ご利用ください。
「事業紹介」－「令和７年度青森県特産品コンクールの開催について」

http://www.aomori-bussan.or.jp/jigyou.html

申込書の送付

事業社名

担当者名

所在地
〒

連絡先 ＴＥＬ： ＦＡＸ：

□必要
　　※出品申込書等ダウンロードできない場合、郵送いたします。

審査日

令和７年７月２９日（火）

会場

青森県商工会議所会館７階研修室

〒030-0801 青森市新町１丁目２－１８

部門／対象商品

【食品部門】
①県内で３年以内に製品化された商品。
②食品の場合は、県産農林水産物を主原料とした
もの。

③関係諸法規に照らし、正しく表示がされている
もの。
※詳細は、別途実施要領に定めます。

【工芸部門】
①伝統的技術・技法または、新技術・新技法を活
かし、開発されたもの。

②主として観光土産品として県内外に推奨できる
ものであること。

③製造工程の主要部分が手工業的であること。
 ※工芸部門は、新商品に限らないため年数制限

は設けない。

出品者へのお願い

●審査員への試食及びプレゼンは、出品者が行いま

す。

●会場での試食準備は、時間が限られておりますの

で、提供しやすい状態でご準備ください。

●詳細については、要領をご確認ください。

申込方法等

●申込方法
協会ホームページに掲載している「出品申込書」

を締切日までに郵送またはメールにてご提出くだ
さい。

●申込締切
令和７年６月２７日（金）

●申込み・問い合せ先
   E-mail：harima@aomori-bussan.or.jp
  http://www.aomori-bussan.or.jp/

検索ワード：青森県物産振興協会

審査手数料

●１品目 協会会員 ２，０００円（税込）
協会非会員 ５，０００円（税込）
※２～３品目は上記金額の半額

＜振込先＞青森みちのく銀行 県庁支店 普通３３６５４
ｼｬ ) ｱ ｵ ﾓ ﾘ ｹ ﾝ ﾌ ﾞ ｯ ｻ ﾝ ｼ ﾝ ｺ ｳ ｷ ｮ ｳ ｶ ｲ

※７月２５日（金）まで上記口座にお振込ください。

審査

●「審査要領」に基づき、主催者が依頼する各分野の
専門家がおこないます。

結果及び表彰

●審査結果
令和７年８月下旬
審査結果をメールで通知します。

●表彰式
令和７年９月(予定) 場所：青森市内

主催：公益社団法人青森県物産振興協会

青森りんご植栽150周年を記念して、青森りんご植栽150周年
記念事業実行委員会委員長賞を創設します。

※詳細は、実施要領をご確認ください。

http://aomori-bussan.or.jp/jigyou.html
mailto:harima@aomori-bussan.or.jp

	スライド 1: 令和６年度コンクール概要
	スライド 2

